
企 画 総 務 委 員 会 

令和元年９月２４日 

墨田区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧

対照表 

改  正  案 現     行 
  

 （通則） 

第１条 墨田区非常勤職員（地方公務員法 

 （昭和２５年法律第２６１号）第２２条の

２第１項に規定する会計年度任用職員及び

第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項に規定する短時間勤務の職を占める職員

を除く。以下「職員」という。）の報酬及

び費用弁償の額並びにその支給方法につい

ては、特別の定めがあるものを除くほか、

この条例の定めるところによる。 

 〔同左〕 

第１条 墨田区非常勤職員（地方公務員法 

 （昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

５第１項又は第２８条の６第２項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員を除く。以

下「職員」という。）の報酬及び費用弁償

の額並びにその支給方法については、特別

の定めがあるものを除くほか、この条例の

定めるところによる。 

     

   付 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


